
令和８年第２回南幌町議会臨時会議事日程 

 

                            令 和 ８ 年 ５ 月 ７ 日（木） 

                            午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

日程番号 事 件 番 号  事 件 名 結 果 

   １ 

   ２ 

   ３ 

 

 

   ４ 

 

   ５ 

  

 ６ 

  

 ７ 

 

 ８ 

 

 ９ 

 

 

 

 

 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

 

議案第２２号 

 

議案第２３号 

 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般報告 

１ 会務報告 

２ 例月出納検査結果報告 

専決処分の承認を求めることについて（令和７年度 

南幌町一般会計補正予算（第８号）） 

専決処分の承認を求めることについて（町税条例の 

一部を改正する条例） 

専決処分の承認を求めることについて（南幌町国民 

健康保険税条例の一部を改正する条例） 

工事請負契約について（準工業用地等整備工事（第 

１工区）） 

工事請負契約について（準工業用地等整備工事（第 

２工区）） 

財産の取得について（学校情報機器更新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



諸般報告１ 

 

 

会   務   報   告 

 

 月  日     内      容 

 

 ３月 ２日 議会運営委員会所管事務調査を実施した。 

   ９～１６日 第１回議会定例会を開催した。 

   １１～１３日 予算審査特別委員会を開催した。 

   １６日 産業経済常任委員会所管事務調査を実施した。 

   １９日 全員協議会を開催した。 

   ２４日 総務常任委員会所管事務調査を実施した。 

   同 日 議会運営委員会所管事務調査を実施した。 

 ４月 ６日 広報特別委員会を開催した。 

    ８日 議会懇談会を開催した。 

 ９日 広報特別委員会を開催した。 

同 日 議会懇談会を開催した。 

   １４日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

   １５日 広報特別委員会を開催した。 

１８日 議会懇談会を開催した。 

２０日 議会運営委員会所管事務調査を実施した。 

２２日 南空知町村議会議長連絡協議会総会が長沼町で開催され、議長 

出席した。 

２３日 総務常任委員会所管事務調査を実施した。 

２７日 空知町村議会議長会役員会が浦臼町で開催され、議長出席した。 

５月 １日 南幌きららパークキャンプ場オープニングセレモニーに各議員 

出席した。



 



諸般報告２ 

 
 

例月出納検査結果報告について 

 
 
 このことについて、令和８年３月１７日及び令和８年４月１５日付けをもっ

て別紙のとおり監査委員から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和８年５月７日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 



南 監 査 号 
令和８年３月１７日 

 
 
 南幌町議会議長  側 瀬 敏 彦  様 

 
 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 
南幌町監査委員 加 藤 真 悟 

 
 
   例月出納検査の結果について 

 
 令和８年３月１７日に執行した令和８年２月分の例月出納検査結果を、地方

自治法第２３５条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 
 
１ 検査現在日   令和８年２月２８日  一般会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日   令和８年３月１７日 

 
３ 検査 意見    出納事務は適法に取扱われており、異常ないものと認む。 
          現金出納状況は別紙のとおりである。 

 





南 監 査 号 
令和８年４月１５日 

 
 
 南幌町議会議長  側 瀬 敏 彦  様 

 
 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 
南幌町監査委員 加 藤 真 悟 

 
 
   例月出納検査の結果について 

 
 令和８年４月１５日に執行した令和８年３月分の例月出納検査結果を、地方

自治法第２３５条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 
 
１ 検査現在日   令和８年３月３１日  一般会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日   令和８年４月１５日 

 
３ 検査 意見    出納事務は適法に取扱われており、異常ないものと認む。 
          現金出納状況は別紙のとおりである。 

 





  



議案第２１号 

  

  

専決処分の承認を求めることについて 

  

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙 

のとおり専決処分したので、同法同条第３項の規定によりこれを報告し承認を 

求める。 

  

  

  

令和８年５月７日提出  

南幌町長 大 崎 貞 二 

  

  

記 

  



   専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、町 

税条例の一部を改正する条例制定を次のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年３月３１日 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

議会の議決すべき事件について特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕 

がないため専決処分するものである。 



町税条例の一部を改正する条例 

 

 

町税条例（昭和３３年南幌町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第 

８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「 

特定配当等」という。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項 

において同じ。）」を加える。 

 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、 

第１項」を「、前項」に、「、その使用者に」を「、当該軽自動車等の使用者 

に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「、これを課さない」を「、この限 

りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して 

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 

第８１条第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項 

及び第４項を削る。 

 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

 

第８２条（見出しを含む。）、第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（ 

見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 

第８７条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に、「第３３号 



の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

 

第８８条の見出し、第８９条（見出しを含む。）及び第９０条（見出しを含 

む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」 

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動 

車税」に改める。 

 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削り、附則第７条の３の２を附則第 

７条の３とし、同条に見出しとして「（個人の町民税の住宅借入金等特別税額 

控除）」を付する。 

 

附則第７条の３中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法 

第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適 

用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則 

第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「 

附則第７条の３第１項」に改める。 

 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項 

中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１ 

５条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第４項 

中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同条第５項 

中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」に改める。 

 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１ 

７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２ 

０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２ 

条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２ 

条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２ 

条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１３項中「附則第１ 

２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１４項中「改修実 

演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等 

の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号） 



第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化 

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の 

公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する 

補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 

促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築 

物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第 

１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設 

の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改 

める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行 

令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（ 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項 

の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）の 

いずれに該当するかの別 

 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条 

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、 

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２ 

項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日 

から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中 

「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令 

和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受け 

た日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削 

り、同条第４項を削る。 

 

附則第１６条の２（見出しを含む。）中「の種別割」を削り、同条第１項中 

「から第４項まで」を「又は第３項」に改める。 

 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第 

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「 

及び附則第７条の３第１項」に改める。 

 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に 

改める。 



 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２ 

号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則 

第７条の３第１項」に改める。 

 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに附則第２０条の３第 

２項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１ 

項」を「及び第７条の３第１項」に改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の町税条例（次 

条第１項において「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、 

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの 

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地 

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による 

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」とい 

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に 

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条 

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改 

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に 

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分 

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動 

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例 

による。 

 

（町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 



第４条 町税条例の一部を改正する条例（平成２６年南幌町条例第１４号）の 

一部を次のように改正する。 

 

  附則第５条中「の種別割」を削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の改正に伴い、本案を提案するものである。 



 



議案第２２号 

  

  

専決処分の承認を求めることについて 

 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙 

のとおり専決処分したので、同法同条第３項の規定によりこれを報告し承認を 

求める。 

  

  

  

令和８年５月７日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

  

  

記 

  



   専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、南 

幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を次のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年３月３１日 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由 

 議会の議決すべき事件について特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕 

がないため専決処分するものである。 



南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

南幌町国民健康保険税条例（平成１９年南幌町条例第１１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 

 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

 

第２６条第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第２号中「３０ 

５，０００円」を「３１万円」に、同項第３号中「５６万円」を「５７万円」 

に、同条第３項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に、 

同条第４項中「第１項、第２項又は前項」を「前３項」に改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の南幌町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度 

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健 

康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令の改正に伴い、本案を提案するものである。 



 



議案第２３号 

 

 

   工事請負契約について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年南幌町条例第１１号）第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した工事に 

ついて、次のとおり請負契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

                       令和８年５月７日提出   

                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 契約の目的 

 
   準工業用地等整備工事（第１工区） 

 
 
２ 契約の方法 

 
   指名競争入札 

 
 
３ 契約金額 

 
   金１２９，６９０，０００円也 

（内消費税及び地方消費税の額１１，７９０，０００円） 

 
 
４ 契約の相手方 

 
   玉川・土井総業・大同舗道特定建設工事共同企業体 

 
   代表者 恵庭市相生町４丁目６番３０号 

        株式会社玉川組 
         代表取締役社長 玉 川 裕 一 

 
   構成員 空知郡南幌町南１１線西６番地 
        株式会社土井総業 
         代表取締役 土 井 義 博 

 
構成員 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地 

大同舗道株式会社 
         代表取締役社長 金 子 立 一 

 
 
 
参考 
 工期 契約締結日より令和８年９月１８日まで 



議案第２４号 

 

 

   工事請負契約について 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 

年南幌町条例第１１号）第２条の規定に基づき、指名競争入札に付した工事に 

ついて、次のとおり請負契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６ 

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

                       令和８年５月７日提出   

                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 契約の目的 

 
   準工業用地等整備工事（第２工区） 

 
 
２ 契約の方法 

 
   指名競争入札 

 
 
３ 契約金額 

 
   金１７８，２００，０００円也 

（内消費税及び地方消費税の額１６，２００，０００円） 

 
 
４ 契約の相手方 

 
   草野・南幌土建・共立道路特定建設工事共同企業体 

 
   代表者 江別市上江別西町１６番地 

        草野作工株式会社 
         代表取締役 草 野 貴 友 

 
   構成員 空知郡南幌町元町１丁目４番５号 
        株式会社南幌土建 
         代表取締役 峰 尾 義 明 

 
構成員 夕張郡栗山町字大井分３２６番地 

        共立道路株式会社 
         代表取締役 鵜 川 昌 久 

 
 
 
参考 
 工期 契約締結日より令和８年９月１８日まで 



議案第２５号 

 
 
   財産の取得について 

 
 
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 
年南幌町条例第１１号）第３条の規定に基づき、財産の取得について次のとお 
り契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項 
第８号の規定により議会の議決を求める。 

 
 
 

令和８年５月７日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

 
 

記 

  



１ 取得の目的 

 
学校情報機器更新 

 
 
２ 取得する財産 

 
名  称   校務用コンピュータ備品 
数  量   一式 

 
 
３ 取得の方法 

 
指名競争入札 

 
 
４ 契約金額 

 
金３７，７１０，２００円也 
（内消費税及び地方消費税の額３，４２８，２００円也） 

 
 
５ 契約の相手方 

 
札幌市中央区北１条東２丁目５番２号  
富士電機ＩＴソリューション株式会社 北海道支店 
支店長 小 松 俊 也 

 
 
 
 
 
 

 
参考 
納期 契約締結日より令和９年３月３１日まで 


